町営住宅入居申請チェック表
１．申し込み資格要件（下記項目の一つでも満たさない項目があった場合は、申込みの受付けが出来ませんので 必ずよく確認してください。）

	チェック項目
	チェック欄

	現に同居し、または同居しようとする親族があること。

※婚約による入居希望者は所定の婚約証明書が必要。

※単身入居条件も特例としてあります。
	

	公営住宅法による収入基準以下の者であること。
	

	現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

　　※自己所有の住宅をお持ちの方や公社、公営住宅の入居者の方は原則として入居できません。
	

	税金の滞納がないこと。

※申込現在の世帯全員が税金完納していること。（「美浜町町税等滞納に対する特別措置に関する条例」に基づき、土木建築課より税務課に世帯全員の納税状況を照会します。）
	

	 同意欄 　私及び同一世帯の者、私と同居しようとする者及びその者と同一世帯の者について納税状況を照会することに同意します。
申込人氏名　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)　（別世帯の者がいる場合はその者の氏名）　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)

	上下水道料金等の滞納がないこと。
	

	申込者又は同居しようとする親族が暴力団員（暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員）でないこと。
	

	過去に町営住宅に入居していたものにあっては、未納の家賃等町営住宅の使用に係る債務が無いこと。
	

	過去５年以内に迷惑行為等により町営住宅を退去させられたことがないこと。
	

	各種条件を満たす連帯保証人を立てる事ができること。

　　１）町税がかかっている方（非課税者は連帯保証人になれません）
で、入居申込者以上の所得があること。
２）税金の滞納がないこと。（「美浜町町税等滞納に対する特別措置に関する条例」に基づき、土木建築課より税務課に世帯全員の納税状況を照会します。）

３）上下水道料金等の滞納がないこと。

４）連帯保証人となろうとする方が、町営住宅入居者の場合は、
家賃及び共益費の滞納がないこと。

５）暴力団員（暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員）
でないこと。
	


２．提出書類（「１．申し込み資格要件」に該当する方は、下記書類を全て揃えてから土木建築課へ提出してください。提出期限厳守）

	提出書類
	チェック欄

	入居しようとする者全員（婚約者も含む）の所得課税証明書
	

	入居しようとする者全員（婚約者も含む）の住居証明書（住民票謄本）
	

	入居しようとする者の世帯全員（婚約者も含む）の未納がないことの証明書
※美浜町税務課で証明をもらってください。

※町外の方は現居住自治体の税金の滞納がない事を証明できるもの
（納税証明書等）。
	

	入居しようとする者全員（婚約者も含む）の水道料金等収納状況証明書

　※別紙専用様式に美浜町上下水道課で証明をもらってください。

※町外の方は上記に加えて現居住自治体の水道料金等の滞納がない事を証明できるもの。
	

	共益費完納証明書

　※美浜町営住宅に入居の方の場合必要となります。
	

	婚約証明書

　※婚約による入居希望者のみ提出が必要となります。
	

	単身入居の入居資格認定のための申立書
　※申込をされる方が、「町営住宅入居申込要綱」別紙１ 単身入居条件に該当される方のみ提出が必要となります。
	

	単身入居資格を有する証明書

　※申込をされる方が、「町営住宅入居申込要綱」別紙１ 単身入居条件
(２)～(１０)に該当される方のみ提出が必要となります。
	

	連帯保証人届出書

　※印鑑証明書と同じ印鑑で押印
	

	連帯保証人となる者の印鑑証明書
	

	連帯保証人となる者の所得課税証明書

　※入居希望者の合計所得以上の所得であること。
	

	連帯保証人となる者の未納がないことの証明書（世帯全員分）
　※美浜町税務課で証明をもらってください。
　※町外の方の場合現居住自治体の税金の滞納がない事を証明できるもの
	

	連帯保証人となる者の水道料金等収納状況証明書

※別紙専用様式に美浜町上下水道課で証明をもらってください。
※町外の方の場合は現居住自治体の滞納がない事を証明できるもの
	

	連帯保証人となる者の共益費完納証明書

　※美浜町営住宅に入居の方が連帯保証人となる場合に必要となります。
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